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告 示

沖縄県告示第170号

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年沖縄県規則第54号）第３

条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこととする手続等の根拠となる法律又は条

例の名称及び条項並びに当該使用を開始する日を次のとおり公示する。

令和６年４月５日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

１ 電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うこととする手続等の根拠となる法律又は条例の名称及び

条項 沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和62年沖縄県規則第21号）第15条

２ 使用を開始する日 令和６年４月５日

沖縄県告示第171号

知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年沖縄県規則第54号）第４

条第４項ただし書の規定により、令和６年沖縄県告示第170号で告示した手続等を、同項ただし書に規定す

る申請等に指定する。

令和６年４月５日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

沖縄県告示第172号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第３項の規定により、浦添加入区について普通損

害保険契約の締結の同意があったものと認める。

令和６年４月５日

沖縄県知事 玉 城 康 裕
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